
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

六
五
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

六
五
九

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
計
画
を
定
め
た
件
二
件

六
五
九

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
件
三
件

六
六
〇

○
都
市
計
画
事
業
を
認
可
し
た
件

六
六
〇

公

告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
六
〇

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
六
〇

○
都
市
計
画
法
に
よ
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
件

六
六
一

○
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

六
六
二

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件
三
件

六
六
二

告

示

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
四
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

須
賀
川
市
芦
田
塚
一
三
番
地

平
成
三
一
年
二
月
二
八
日

福
島
病
院

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
八
年
十

二
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
四
月
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ

く
り
課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業

振
興
部
商
業
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

片
倉
フ
ィ
ラ
チ
ャ
ー

福
島
県
い
わ
き
市
平
字
三
倉
六
十
八
番
地
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

別
紙
書
面
の
と
お
り

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

五

届
出
を
し
た
者

片
倉
工
業
株
式
会
社

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

中
朝
日
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
上
福
井
換
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
定
め
に
係

る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
（
二
十
二
日
間
）

平
成
二
十
九
年
一
月
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

只
見
町
役
場

（
農
地
管
理
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

中
朝
日
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
黒
谷
換
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
定
め
に
係
る

関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
（
二
十
二
日
間
）

平
成
二
十
九
年
一
月
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

只
見
町
役
場

（
農
地
管
理
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
東
長
原
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
柏
原
換
地
区
の
換
地
処
分
を

し
た
。平

成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
地
管
理
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
東
長
原
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
北
高
野
換
地
区
の
換
地
処
分

を
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
地
管
理
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
東
長
原
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
長
谷
地
換
地
区
の
換
地
処
分

を
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
地
管
理
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

い
わ
き
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

い
わ
き
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
四
倉
工
業
団
地
第
二
都
市

下
水
路
）

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

な
し

使
用
の
部
分

い
わ
き
市
四
倉
町
字
栗
木
作
の
一
部
の
区
域

（
下
水
道
課
）

公

告

公
告
第
三
百
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

楢
葉
町
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

佐
藤

憲
之

双
葉
郡
楢
葉
町
大
字
下
小
塙
字
府
ノ
内
一
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
三
百
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

小
野
町
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

大
和
田

昭

田
村
郡
小
野
町
大
字
浮
金
字
棟
内
二
二
一
番
地

同

石
井

啓
二

同

郡
同

町
大
字
上
羽
出
庭
字
東
前
八
九
番
地

───────────────────────────────────────────────────────────
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同

先
﨑

薫

同

郡
同

町
大
字
飯
豊
字
落
合
八
八
番
地

同

藤
井

崇

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
古
沼
二
六
番
地

同

草
野

今
朝
美

同

郡
同

町
大
字
小
野
赤
沼
字
四
郎
坊
一
二
〇
番
地
の
二

同

中
野

貞
元

同

郡
同

町
大
字
皮
籠
石
字
宮
ノ
前
五
九
番
地

同

吉
田

文
男

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
関
場
一
一
二
番
地
八

同

村
上

一

同

郡
同

町
大
字
飯
豊
字
三
又
一
七
五
番
地

同

郡
司

保
男

同

郡
同

町
大
字
小
戸
神
字
大
名
内
三
八
番
地

同

国
分

裕

同

郡
同

町
大
字
小
戸
神
字
請
地
二
一
九
番
地

同

郡
司

昇

同

郡
同

町
大
字
小
野
山
神
字
桜
沢
八
〇
番
地

同

吉
田

孝

同

郡
同

町
大
字
夏
井
字
百
目
木
六
九
番
地

同

村
上

泰
啓

同

郡
同

町
大
字
南
田
原
井
字
大
墳
八
二
番
地

同

𠮷
田

國
光

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
南
府
中
一
一
番
地

同

松
本

健
次

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
蕨
平
一
九
番
地

同

渡
邊

●
夫

同

郡
同

町
大
字
和
名
田
字
角
十
内
一
一
五
番
地

監
事

長
●
保

●
伸

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
八
又
八
九
番
地

同

●
田

一
雄

同

郡
同

町
大
字
飯
豊
字
二
本
木
七
番
地

同

田
村

弘
文

同

郡
同

町
大
字
上
羽
出
庭
字
上
二
枚
橋
二
一
八
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

大
和
田

昭

田
村
郡
小
野
町
大
字
浮
金
字
棟
内
二
二
一
番
地

同

中
野

貞
元

同

郡
同

町
大
字
皮
籠
石
字
宮
ノ
前
五
九
番
地

同

先
﨑

薫

同

郡
同

町
大
字
飯
豊
字
落
合
八
八
番
地

同

藤
井

崇

同

郡
同

町
大
字
浮
金
字
古
沼
二
六
番
地

同

大
竹

新
一

同

郡
同

町
大
字
上
羽
出
庭
字
赤
木
五
四
番
地

同

草
野

今
朝
美

同

郡
同

町
大
字
小
野
赤
沼
字
四
郎
坊
一
二
〇
番
地
の
二

同

●
井

良
德

同

郡
同

町
大
字
雁
股
田
字
中
ノ
内
三
一
番
地

同

●
野

勉

同

郡
同

町
大
字
飯
豊
字
川
向
一
四
七
番
地

同

宗
像

昭
夫

同

郡
同

町
大
字
小
戸
神
字
九
郎
田
六
九
番
地

同

𠮷
田

正
美

同

郡
同

町
大
字
小
戸
神
字
夫
内
三
番
地

同

郡
司

昇

同

郡
同

町
大
字
小
野
山
神
字
桜
沢
八
〇
番
地

同

吉
田

孝

同

郡
同

町
大
字
夏
井
字
百
目
木
六
九
番
地

同

根
本

孝
夫

同

郡
同

町
大
字
南
田
原
井
字
田
光
倉
一
〇
六
番
地

同

吉
田

富
美
夫

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
南
府
中
一
五
番
地

同

松
本

健
次

同

郡
同

町
大
字
塩
庭
字
蕨
平
一
九
番
地

同

吉
田

公
一

同

郡
同

町
大
字
和
名
田
字
物
木
作
一
二
九
番
地

監
事

長
●
保

●
伸

同

郡
同

町
大
字
湯
沢
字
八
又
八
九
番
地

同

●
田

一
雄

同

郡
同

町
大
字
飯
豊
字
二
本
木
七
番
地

同

田
村

弘
文

同

郡
同

町
大
字
上
羽
出
庭
字
上
二
枚
橋
二
一
八
番
地

（
農
村
計
画
課
）

ふ
り

が
な

公
告
第
三
百
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
本
松
本
宮
都

市
計
画
に
係
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

公
聴
会
の
開
催
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
（
火
）

午
後
六
時
三
十
分
か
ら

場
所

二
本
松
市
金
色
四
百
三
番
地
一

二
本
松
市
役
所
正
庁

二

公
聴
会
の
案
件

二
本
松
本
宮
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
案

三

公
述
人
の
資
格

公
述
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
二
本
松
本
宮
都
市
計
画
区
域
内
の
住
民
に
限
る
。

四

公
述
人
の
申
出

公
述
人
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
（
火
）
ま
で
に
、
別
記
様
式

に
よ
る
公
述
申
出
書
を
そ
の
者
の
居
住
す
る
市
町
村
又
は
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
を
経
由
し
て
知

事
に
提
出
し
て
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

五

そ
の
他

１

福
島
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
知
事
が
公
述
人
の
数
若
し
く
は
公
述
の
時
間
を
制
限
し
、
又
は
公
述
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
認
め
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
述
の
申
出
を
し
た
者
に
通
知
す
る
。

２

こ
の
公
聴
会
に
係
る
都
市
計
画
の
変
更
の
案
は
、
福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
、
福

島
県
県
北
建
設
事
務
所
又
は
二
本
松
市
の
都
市
計
画
担
当
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

３

こ
の
公
聴
会
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
、
２
の
福

島
県
建
設
事
務
所
又
は
２
の
都
市
計
画
担
当
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

別
記
様
式

公
述

申
出

書
平
成
28年

12月
13日
付
け
福
島
県
報
に
登
載
さ
れ
た

「二
本
松
本
宮
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
案

」

に
関
し

次
の
と
お
り
公
述
を
申
し
出
ま
す

、
。

平
成
28年

月
日

福
島
県
知
事

内
堀

雅
雄

公
述
申
出
人

住
所

氏
名

１
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
理
由

２
意
見
の
要
旨

注

「意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
理
由

」及
び

「意
見
の
要
旨

」に
つ
い
て
は

日
本
工
業
規
格

、
Ａ
列
４
番
の
大
き
さ
の
400字

詰
め
原
稿
用
紙
１
枚
以
内
に
横
書
き
の
こ
と
。

�
�

���

�

�



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

平成28年12月13日 火曜日 福 島 県 報 第2856号 662

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
三
百
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
伊
達
市
か
ら
県

北
都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
三
百
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
伊
達
市
か
ら
県
北
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
三
百
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
伊
達
市
か
ら
県
北
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
三
百
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
伊
達
市
か
ら
県
北
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

吉
田


